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社会文教常任委員会 

 

１．付託議案等の審査（平成２７年６・９・１２月議会） 

付託項目 会期 件 名 結果 

条例 

(1件) 
9月 ・手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定 可決 

請願 

（2件） 
6月 

・国の責任による３５人学級推進と、教育予算の増額を求 

める意見書提出に関する請願書 

・「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める請願書 

採択 

 

採択 

陳情 

(2件) 
6月 

・年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実 

な運用に関する意見書提出の採択を求める陳情 

採択 

 12月 
・介護労働者の処遇改善及び人員配置基準の改善を求める 

陳情 

採択 

発委 

(4件) 

6月 

 

 

 

 

・国の責任による３５人学級推進と、教育予算 

の増額を求める意見書 

・「義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める意見書 

・年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実 

な運用に関する意見書 

可決 

 

可決 

可決 

 

12月 

 

・介護労働者の処遇改善及び人員配置基準の改善を求める 

意見書 

可決 

 

 

２．平成２６年度決算審査における部会意見（第２部会） 

（１）一般会計 

 ①民生費 

  ・子ども・子育て支援事業の実施にあたっては、情報の積極的周知をはかり、子育て

環境の向上につとめること。 

  ・婚活支援には、行政がさらに積極的に関わること。 

 ②衛生費 

  ・ごみの分別・減量のため、衛生自治会と連携して、意識啓発につとめること。 

  ・各種健（検）診の受診者増につとめ、健康づくりを推進すること。 

 ③教育費 

  ・社会体育館について、早急に整備計画を策定すること。 

  ・今後の学校教育環境については、慎重に整備を進めること。 

 

（２）特別会計 

 ①国民健康保険特別会計（事業勘定） 

  ・特定健康診査受診率向上のため努力すること。 

  ・保険税の収納率向上につとめるとともに、会計の安定的な運営をはかること。 
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  （直営診療施設勘定） 

   意見なし 

 ②後期高齢者医療保険特別会計 

  意見なし 

 ③介護保険特別会計 

  ・介護予防を充実させるとともに、利用者のニーズを把握し、適切なサービス提供に

万全を期すこと。 

 

３．教育委員会委員のみなさんとの懇談会（１０月２９日） 

 

 

  ・懇談議題 

   （１）小学校統廃合について 

   （２）小中学校の学力について 

   （３）いじめ・不登校の実態について 

   （４）小中一貫教育について 

   （５）子ども議会の開催について 

   （６）その他 

 

  ・懇談会報告書については、議会ホームページでご覧いただくことができます。 
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４．小学校の統廃合計画について 

（１）小学校統廃合の議論の流れ（抜粋） 

 ・平成２４年３月「小学校あり方検討委員会」のまとめ 

  「できるだけ早期に一校にした方が良い」「少人数のメリットを生かすべき」の両論

併記。「教育委員会で方向付けを」とのまとめとなった。 

                

  

・平成２４年教育懇談会 

  「平成２７年度末をもって４小学校を閉校とし、２８年度４月から新たな統合小学校

としてスタートしたい」と教育委員会が発表。「時期尚早」「意見をもっと聞くべき」

との意見あり。 

                

  

・平成２６年５月～「山ノ内町小学校適正規模適正配置等審議会」（計１２回） 

   

平成２７年３月答申（要約）。 

１適正規模 

 ○多くの友との出会いの中で豊かに学び合う環境をつくるため、１学級当たりの

児童数は、２０～３０人くらいが望ましい。 

 ○編成替えにより友人関係を広げ、互いに高め合う学習集団を育てるため、１学

年当たりの学級数は２学級以上が望ましい。 

２適正配置（上記実現のために） 

 ○４小学校をできるだけ早く１校にすることが望ましい。 

 ○特に、１学級当たりの児童数が適正規模を大きく下回る学校については、早急

に多人数の中で学習できる環境整備を図ることが必要である。 

３学校教育について 

 ○町教育ビジョン。小中学校の連携のあり方等、今後の検討課題。 

４今後の教育環境整備における留意点 

 ○具体的検討は、保護者や地域住民の願い、地域や学校の伝統と歴史を考慮し、

十分な理解と協力を得ることが必要。 

 ○小中一貫教育については、今後研究を深めていく。 

                

  

・教育委員会の方針（平成２７年７月） 

○将来的には４小学校を統合し、小中一貫校を視野に入れて検討する。 

○適正規模を大きく下回る北小学校については、多人数の中で学習できるよう、

西小学校と統合する方向で、保護者・地域関係団体等に説明し、理解を得る。 
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 ・総合教育会議（８月３日）で当面の方針を決定。    

○北小学校は平成 28 年度末をもって閉校して、平成 29 年度から北小学校児童は西

小学校へ通学する。 

○児童が在学中に２回統合を経験しないように、平成 28 年度に入学する１年生が

中学校に入学する平成 34 年度を目標に１校統合する。 

○１校統合の場所については、小中連携教育が実施しやすいように現中学校を活用

し、敷地内に必要な小学校校舎を増築する。 

                

 ・地区懇談会、保育園保護者への説明会 

                               

・９月議会一般質問での論議。各地区教育懇談会で説明。 

                

 ・議会全員協議会（１１月２４日）で、方針とタイムテーブル素案を説明。 

 

（２）地方交付税※1の小学校費基準財政需要額※2と実際の決算額との比較 

 ①平成２６年度 市町村分地方交付税算定台帳より 

経費の種類 
補正前の数値

（A） 
最終係数（B） 

補正後の数値

（Ａ×Ｂ） 
基準財政需要額（千円） 

小

学

校

費 

児童数 ５４８ ０．９８８ ５４１ ２４，０２０ 

学級数 ３３．０ ２．１９１ ７２．０ ６０，１２０ 

学校数 ４．００ １．００７ ４．０３ ３６，９８３ 

小計    １２１，１２３ 

※1 地方交付税・・・地方自治体の収入の格差を少なくするために、交付される資金のこと。国税の一部を、 

財政基盤の弱い自治体に配分する。自治体間での財政格差を補うことが目的である。 

※2 基準財政需要額・・・各地方公共団体が合理的水準で行政事務を遂行するために必要な経費を毎年推計 

したもの。基準財政収入額とともに普通地方交付税の算定に用いられる。 

 

②平成２６年度一般会計決算書より 

  小学校費＝１９１，５４２千円（施設改修設計・工事８６，１００千円含む） 

 ・４校を１校に統合した場合の地方交付税影響額の試算について 

    １２月議会一般質問で、児童数の減少の影響を除く、学級数・学校数の減少の試

算で「２，１００万円の減額」との答弁があったが、学級数、学校数の激減補正（数

年間に分けての緩和措置）を見込んだ数字で、最終的にはこの項目で５，０００万

円以上の減額になる。ただし、スクールバスの導入により、この運営費が基準財政

需要額に反映されることから、地方交付税全体としての試算では、激減緩和補正終

了時で２７年度と比較し、３，０００万円程度の減が見込まれる。 

 ・１校統合した場合の運営経費の試算について 

    新小学校建設に多額の費用。スクールバス購入に約５００万円×台数。運行に年

約２００万円×台数。一方で一部人件費や維持管理費等での減額も見込まれる。
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５．山ノ内町国民健康保険特別会計の現状について 

（１）保険税と一人当たり医療費の県下順位 

  平成２６年度保険税 

   １世帯当たり調定額※1  １８５，６４１円（ ８位） 

   １人当 たり調定額     ９８，３２３円（１０位） 

  平成２６年度医療費 

   １人当たり医療費     ２９０，６３６円（６４位） 

（２）平成２７年度の医療費の伸び 

   ９月診療分までの前年度比較では、全体で３．４％、１人当たりでは７．３％の伸

びとなっている。 

（３）今後の見通し 

  ①保険給付費※2の伸びを４％として推計すると、平成２７年度は財源不足を約１，８

００万円の基金取り崩しで穴埋めすることとなり、基金残高は約５，２００万円に

まで減ることになる。さらに平成２８・２９年度の２年間では約８，２００万円の

財源不足が見込まれる。平成３０年度から国保は県一本で広域化される予定だが、

町は基金残高を維持しておきたい考え。 

  ②平成２８・２９年度の約８，２００万円の財源不足への対応として、国保税の値上

げが３月議会に提案される予定（１９ページに改定案）。 

 

※1 調定額・・・調定とは，その歳入の内容を具体的に調査し，収入すべき金額を決定する行為，つまり自 

治体の内部的意思決定の行為をいい，その決定した額が調定額となります。 

※2 保険給付費・・・治療にかかった医療費の一定割合を、公的医療保険から支払うこと。健康保険では保 

険給付は７割で、自己負担（一部負担）は３割になっています。 
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６．管内・管外視察の取り組み 

 ○管内視察  実施日: 6月 23日(火) 

 視 察 先        視  察  内  容 

1 
学校給食 

センタ－ 

平成 27年より 3か年計画で改修予定。初年度の改修予定は予算 

9,000万円にて搬入用プラットフォ－ム、下処理室、調理前準備室、 

休憩室、トイレなどの他にアスベストの除去など。 

2 いで湯の里 

定員は 80 人(うち短期入所は 10 人)。現在、69 人が入所しているが

要介護度 4 , 5 の人が 66 人である。部屋数は 22 室で、18 室が 4 人

室、他は 2人室。職員数は 60人(うち正規 25人)。 

3 
東山クリ－ン 

センタ－ 

中野、小布施、山ノ内、長野(豊野)からの可燃ごみを焼却している。 

年間の生ごみ搬入量は約 2 万トン。うち 25%、5,200 トンが山ノ内の

ごみ。現在、隣接地に於いて施設長寿命化計画によるタ－ビン棟の建

設が進んでいる。 

4 
大俣最終処分

場 

東山クリ－ンセンタ－の焼却灰と不燃ごみを埋め立てている。また、

雨の浸出水を無害処理して放流している。平成 16 年完成施設だが平

成 22年に拡張され、38,000㎥の容量が 85,600㎥となった。 

5 
斎場建設地 

  (豊津) 

現在、中野市豊津に建設中。完成すれば 2F が玄関、告別室、炉室、 

収骨室、待合室等になる予定。1Fは機械室。平成 28年 1月には火葬

設備設置、4月に火入れ式を行い 6月には竣工予定。 

6 
豊田衛生 

センタ－ 

下水道の普及により、し尿搬入量減少の中で施設の改修や更新は難し

いようだ。運転停止期間を設け実施している。日量処理能力は 98,000

リットル。平成 26年し尿搬入量は 1,100万リットル。 

7 高社寮 

特別養護老人ホ－ムと養護老人ホ－ムの 2つの顔を持つ。特養につい

ては入所定員 70 人で現在既に定員に達している。入所を申し込み待

機中の人は 132 人となっている(うち山ノ内 11 人)。入所者のひと月

の負担額は平均 50,495 円、最高で 82,270 円。(なお、当施設の特別

養護老人ホ－ム部分は民設民営で建て替えられることが決定した。 

社会福祉法人“みゆき会”が平成 30 年 3 月より中野市新井で新施設

にて事業開始予定。) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校給食センタ－ 別工程の調理員が接

触を防ぐためにユニフォ－ムを色分け 

高社寮 入所者が寝たままの状態で利用

できるシャワ－浴の機械 
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 ○管外視察  実施日: 11月 17(火)～18(水)  

 

(1)山の遊び舎「はらぺこ」(信州型自然保育の認定園) 

 ＮＰＯによる認定外保育施設である。従来の保育園・幼稚園の教育に対する反省と 

批判から創案された幼児への接し方が印象的であった。その要領を列挙すると 

① 知識の押し付けでなく体験の裏付けをする。 

② 体力は遊びの中で培う。 

③ たっぷりの自然の中でたくさんの命と触れあい心豊かに育つ環境重視。 

④ 遊び込みはらぺこで喜びを以て摂る食事が重要だ。 

⑤ 実生活、遊びの中で友達との関わりを獲得して行く。 

⑥ 保護者参加の保育で家庭とは違った環境でのコミュニケ－ションで子と接しても 

らう。     

 基本的に屋外での活動を実践しているので運動会、遊戯会、音楽会などは無い。ま 

たクラスもない。しばしば共同調理を催行し火と刃物の使用、命の大切さを教えてい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 引佐
い な さ

北部
ほ く ぶ

小中学校 (小規模小中一貫校) 

 平成 24年 4月に開校した静岡県下で初の小中一貫校である。 

① 昭和 30年代には 3小学校と 1中学校で生徒数は 1,000人だった。今は小中一貫 

校 1校で生徒数は 108人である。 

② ９学年制であるがこれを 4・3・2の 3部構成としている。即ち初等部(1～4 年)、 

中等部(5～7年)、高等部(8～9年)から成る。中等部(小 5)より中学教師による専門 

教科授業。高等部(中 2)より進路別の個別学習。 

③ 従来にない教科として「ふるさと科」で郷土愛を育み「国際コミュニケ－ション 

科」で１年からＡＬＴによる英語教育に入る。 

④ 全国学力テストの成績は県別１、２位の秋田・福井より上である。 

山の遊び舎「はらぺこ」 共同調理で鮭の解体

を見せる。 

引佐北部小中学校 8 年生の数学授業の風景 
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(3)東栄小学校 (小学校段階的統合で町内 1 校へ) 

 平成 22年に 1校に統合しその 3年後に新校舎(すべて町内材による木造平屋造り) 

に移転した経緯を持つ小学校。町の産業は林業と観光。 

① 1校統合までに 20年間にわたり 5度の小学校統合を繰り返している。当初 10校 

だったが平成 2年に 2つの統合(3校→1校と 2校→1校)で７校となった。 

平成 18年に 3度目の統合(3校→1校)により 5校が残る。平成 19年に 4度目の統 

合(2校が吸収され消滅)がなされ 3校が残存。そして平成 22年の 5回目の統合で 1 

校となった。 

② 消滅した小学校の後利用は様々。区の管理・利用、取り壊されたもの、ＮＰＯや 

福祉法人に貸しだされてもいる。住民交流施設、和太鼓の練習場、会社の寮などと 

しての貸し出し利用もある。 

③ 平成 2年の最初の統合は昭和 57年の住民意識調査から始まった。翌 58年に統合 

基本計画ができたがその後 2回(昭和 62、63 年)の変更があった。平成 4～7年に全 

世帯対象の再アンケ－ト調査、平成 14年まで各学区ごとに毎年地区協議会開催、そ 

の後の 1校統合までの段取りが決められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)碌山美術館 

 昭和 33年、およそ 30万人もの人々の協力によって開館。地元出身(旧穂高町)の彫 

刻家荻原守衛(碌山)の作品・資料の収集・保存・公開を目的としています。敷地内に 

は碌山館、杜江館。第一展示棟、第二展示棟、グズベリ－ハウス(ショップ)の建物が 

あります。 

① 入館者は平成 2～3年の 27～28万人をピ－クとして減少。現在は３～４万人。 

② 入館者数は 8、5、10月の順に多い。12 月～3月までは閉館も検討している。 

③ 収入は入館料以外に寄付金が 150万程度。また企画展はネ－ムバリュ－があれば 

一気に入館者が増える。 

④ 地域との交流企画として彫刻講座、美術講座の開催がある。学校への出張とか部 

活への協力など教育委員会とも協力している。

東栄小学校 平成 25 年完成の新校舎 

町産材による木造平屋造り 

碌山美術館 第 2 展示棟館内の模様 
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広報常任委員会 

 

１．所管（受け持ち）事項 

(1) 議会だより編集発行。年４回の議会定例会の翌月（１月・４月・７月・１０ 

月）発行。 

(2) 議会ホームページの更新 

(3) ＳＮＳ フェイスブックの作成（１１月２６日開始）と更新 

 

２．編集理念 

(1) 町民の皆様への議会活動と町政に関する「情報の公開と共有化」。 

(2) 正確・公正、分かりやすく、読みやすく、また町民に関心が高い項目を重点  

的に。 

(3) 結果報告だけでなく、経過を大切に。 

(4) 住民参加での紙面、ホームページ、フェイスブックづくり。 

(5)  「議会だより」は簡潔に。「ホームページ」はより詳細に。「フェイスブック」 

はよりタイムリーに。 

 

３．編集上の留意点 

(1) 「議会だより」は、経費節減と読者の利便性から「広報やまのうち」と合冊 

になっています。 

(2) 議会だよりは、議会閉会後４０日ほどで発行となります。一般質問の原稿は 

質問した議員本人が書き、その他は広報常任委員が手分けで執筆します。発 

行までの間、校正を含め３回の広報常任委員会を開催しています。 

(3) 「読みやすくするため」の工夫 

全国町村議会議長会主催の「議会だより編集研修会」が毎年東京で行われ 

今年も２人参加しました。 

昨年より「質問」と「答弁」の書体を変えメリハリをつけたり、同じ経費 

で一部カラーページにするなどの工夫をしています。また、漢字をなるべく 

減らし、目標とすれば 1 文３０文字とする。結論を先に書く、言葉使いを統 

一する、不必要な語を削る、公用文ではなく広報文にするなど、分かりやす 

い表記に努めていきます。 

(4) 「住民参加での紙面づくり」の工夫 

議会だより最終ページを「みんなのひろば」⇒(P26)とし、皆様からの意見 

や感想、インタビューなど、町民の皆様といっしょに作っていくページとし 

ました。皆様のアイデアやご意見をお待ちしております。 

また新たに、議会で一般質問したことなどについて、その後どうなったか 

を追跡する記事、「追跡 あれどうなった」⇒(P27)をシリーズ化しました。 

これは、住民の方からの意見要望で実現したものです。
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議会だより 「主な質疑・応答」 

結果報告だけでなく、過程での質問・答弁をお知らせします。 
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議会だより「みんなのひろば」 

皆様からの意見や感想、インタビューなど、町民の皆様と作っていきます。 
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議会だより「追跡 あれどうなった」 

議会で一般質問した内容などが、その後どうなったかをお知らせします。 
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議会ホームページと議会フェイスブックは、町ホームページからご覧いた

だけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会ホームページはここを

クリックしてね 

議会フェイスブックはここを

クリックしてね 
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議会ホームページ 

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html 

議会の詳細な情報をお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会フェイスブック 

https://www.facebook.com/yamanouchigikai/ 

 

一般質問 

議会で議員が質問する項目を見ること

ができますよ。 

過去の議会の議事録を見ることができますよ。 

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html
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議会フェイスブック 

https://www.facebook.com/yamanouchigikai/ 

議会のタイムリーな情報をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェイスブック登録されている方は、気に入った情報がありまし

たら「いいね！」ボタンをクリックしてくださいね。 
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議会運営委員会 

「議会の活性化について」報告 

１．はじめに 

当町は人口減少・少子高齢社会の到来など、厳しい課題に直面しており、本格的な地方分権

時代を迎え、自らの責任と判断によりこれらの課題に積極的に対応することが求められていま

す。 

こうした中、地方議会は、地方自治体の意思を決定する機関として、また、執行機関を監視

する機関として、政策形成、多様な住民の意見の集約・反映、利害の調整などを通じて、その

役割を十分に発揮することが重要となっています。 

さらに地方創生の機運の高まる中、各地域の特性に即した地域課題の解決が求められており、

地方議会に対する期待は拡大していくものと考えられます。 

 

２．目的は 

議会の活性化＝議会に与えられた役割をしっかり果たすこと。 

議会活動に対する住民の理解が深まるよう「開かれた議会 ⇒ 議会の公開性」「住民が主人

公の議会 ⇒ 多様な住民の意見の集約・反映」を目指し、議会運営に取り組むこと。 

 

３．これまでの経過 

議会の活性化は、平成 19年 6月（第 15代議会）に「議会運営のあり方」が議長諮問され、

全議員（16人）により協議する活性化研究会が発足し、平成 27年 5月 31日（第 16代議会）

まで検討を重ねてきました。 

平成 27年 4月の改選時に議員定数を削減し、定数 14人とした第 17代議会では、6月 24日

に議長諮問を受け、「活性化研究会のあり方について」を検討した結果、全議員による活性化

研究会をやめて、議会運営委員会（活性化）で議長諮問についての検討・協議を行い、議会全

員協議会で意見集約し、諮問内容について答申していく方式に変更し進めていくこととしまし

た。 

 

４． 議会の活性化を協議 <議会運営委員会（活性化）・全員協議会> 

 

 6月 29日 第 5回 議員協議会 

① 議長の諮問事項について 

・ 諮問事項を配布、「活性化研究会のあり方について」協議し、議会運営委員会

で研究することを決定。 

② 議員協議会のあり方について 

・ 任意の会議である議員協議会を廃止、法定の全員協議会とすることを決定。 

 

 7月 17日 第 1回 議運（活性化） 
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① 議員報酬について 

・ 議員報酬 10％カットを継続するかやめるかを研究協議。 

② クリーン選挙について 

・ 議員に対する選挙管理委員会による講習会の開催を協議。 

 

 7月 30日 第 8回 全員協議会 

① 議員報酬について 

・ 資料説明、意見聴取。 

② クリーン選挙について 

・ 選挙管理委員会による研修会の開催を決定。 

 

 8月 28日 第 2回 議運（活性化） 

① 議員報酬について 

・ 議員報酬 10％カット終了の方針を決定。全員協議会に提案することとなる。 

② 子ども議会について 

・ 明確な目的意識をもったうえで行っていく方向となる。 

③ 議会報告会のあり方について 

・ 今年度も開催していく方向となる。（１－２月） 

 

 9月 2 日 第 10回 全員協議会 

① 議員報酬について 

・ 議員報酬 10％カット終了を全会一致で決定。 

② 子ども議会について 

・ 開催する方向で検討することを決定。 

③ 議会報告会のあり方について 

・ 報告会を実施することで決定。 

④ その他活性化事項について 

・ 議会活性化事項提言の募集を 9月 18日の締切とする。 

 

 9月 16日 第 3回 議運（活性化） 

① 子ども議会について 

・ 社会文教常任委員会と教育委員会などと懇親会を行い意見交換する。また、

他市町村の視察研修をする方針となる。 

② 議会報告会のあり方について 

・ 議会報告会のより良い方法について協議。 

 

10月 18日 第 11回 全員協議会 

① 子ども議会について 

・ 社会文教常任委員会と教育委員会との懇談会を開催することで決定。 

② 議会報告会のあり方について 
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・ 実施要綱の見直し、パワーポイントの活用、ワークショップ・分科会方式の

検討などについて意見聴取。 

③ 予算・決算等特別委員会の構成について 

・ 議運で検討することとなった。 

 

10月 9 日 議運 

① 特別委員会（予算・決算・総合計画）の構成について 

・ 2部会構成とし、4日間の審査期日とする方針を決定。 

 

10月 9 日 第 12回 全員協議会 

① クリーン選挙について 

・ 選挙管理委員会による議員研修会を開催 

（選挙での禁止行為、寄付の禁止、過去の選挙管理委員会への質疑・応答、選挙

違反と罰則） 

② 特別委員会の設置方法について 

・ 2部会構成で 4日間の審査期日とすることで決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 9 日  第 4回 議運（活性化） 

① 議会報告会について 

② 子ども議会について 

※議員研修会及び全員協議会が長引いたため協議時間がなく次回に持ち越し。 

 

10月 14日  第 5回 議運（活性化） 

① 議会報告会のあり方について 

・ 議会運営委員会としてテーマを「人口減少と持続可能な地域づくり」に決定。

(※10月 22日全員協議会で決定)  

② 子ども議会について 

・ 10月 29日教育委員会と社会文教常任委員の懇談会を決定。11月 4日に議会

運営委員会で管外視察を決定。 
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10月 22日  第 13回 全員協議会 

① 議会報告会のあり方について 

・ テーマを「人口減少と持続可能な地域づくり」に決定。 

・ 報告内容（報告時間、報告委員会、範囲、方法）について協議。 

・ 資料作成は 27年 6・9・12月定例会分とし、12月 4日締切。 

・ 資料の広報は議会 HPとフェイスブックにより情報発信する。 

・ 報告書の提出期限は 3月上旬とする。 

・ 質問に対する答弁は、議員個人の意見ではなく議会意思を発言とする。 

② 議会活性化事項について 

・ 議会活性化のための提言について、提出者個人の見解を聴取。 

③ 子ども議会について 

・ 10月 29日教育委員会と社会文教常任委員の懇談会と 11月 4日に議会運営委

員会で管外視察の決定を報告。 

 

11月 4 日  議会運営委員会による管外視察（山ノ内議会初） 

① 子ども議会の開催状況 

・ 中野市⇒小学生を対象とし年 1 回開催、学校数が多いので持ち回り（4 ブロ

ック）で実施。議会からは開催増の要望あり。 

・ 高山村⇒中学生を対象とし年 1 回開催、総合授業の報告場所として学校サイ

ドよりの要望で開催が決定した。提言等で村政に反映されている事項あり。 

② 議会改革の取り組みについて 

・ 軽井沢町⇒議会改革度は県内でトップ、全国でも 30番台となる先進地へ議会

改革について視察。先に提出された議会活性化のための提言に沿った内容に

ついて質問。 

 

11月 24日 第 14回 全員協議会 

① 一般質問の時間厳守について 

・ 発言の持ち時間 25分を厳守する。 

② 議場内での携帯品使用について 

・ 現行の会議規則とするが、スマホ、タブレット、PC等については使用目的を

明確にするなど、今後の検討課題とする。 

 

11月 25日  第 6回 議運（活性化）  

① 議会報告会のあり方について 

・ 各委員会の報告時間とパワーポイントの使用についての協議。 

・ 報告会への議員出席回数を 2回以上と決める。 

② 子ども議会について 

・ 教育委員会と社会文教常任委員会との懇談会結果。 

・ 議会運営委員会の管外視察報告。 

・ 申し入れ内容を協議、申し入れ先を町、教育委員会、校長会とする。 
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③ 中間答申について 

・諮問事項の（1）～（5）までを中間答申する方針で決定。 

 

11月 30日  第 15回 全員協議会 

① 議会活性化のための提言について 

・ 提出者個人の見解を聴取。 

② 子ども議会について 

・ 1月中旬に申し入れ書の検討行うことで決定。 

③ 中間答申について 

・ 12 月 16 日の全員協議会にて、諮問事項の（1）～（5）までを中間答申する

ことで決定。 

 

12月 14日 第 7回 議運（活性化） 

① 中間答申について 

・ 中間答申書の内容確認。 

② 議会報告会のあり方について 

・ 報告会の資料確認。 

 

12月 16日 第 16回 全員協議会 

① 議会報告会のあり方について 

・ 報告会の資料、チラシ、ポスターの確認。 

② 中間答申について 

・ 中間答申書の内容最終確認後、議長に中間答申を提出。 

 

  1月 4日  第 1回(28年) 全員協議会 

① 小学校統廃合に係る議員間討議 

 

1月 13日 第 8回 議運（活性化） 

① 議会報告会準備 

・ 議会報告会資料確認 

 

1月 13日 第 2回(28年) 全員協議会 

① 議会報告会準備 

・ 議会報告会資料確認 

・ パワーポイントの講習会実施 
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２ ７ 山 議 第 １ ９ 号 

平成２７年６月２４日 

 

 議会運営委員長 髙 田 佳 久 様 

 

                         山ノ内議会議長 小 渕 茂 昭 

 

議会の活性化について（諮問） 

 

６月１日第１７代山ノ内町議会が定数削減によって１４人の議員でスタートをしました。 

ところで、本年当町で実施されました町議会議員選挙をはじめとした各選挙においては、

県議会議員選挙を除き無投票の結果となり、あらためて住民の関心の低さが浮き彫りとなり

ました。このことは当議会としても真摯に受け止めるべきであります。そこで議会としては

多様な民意を吸収し、それを集約し、自主性のある議会構築を進めなければなりません。全

国的に関心が高まっている議会の活性化については、当議会も第１５・１６代の８年間に議

会報告会の開催をはじめとした様々な活性化の取り組みを進めてきましたが継続検討を要

する課題が残されております。 

つきましては、「開かれた議会」「住民が主人公の議会」の観点から、前議会に引き続き早

期にこれらの諸課題並びに議会活性化について協議検討賜りたく、地方自治法第１０９条第

３項第３号の規定によって、調査し方向性を見出していただきたく下記のとおり諮問します。 

 

記 

１ 諮問事項 

（１）活性化研究会のあり方について 

（２）議員報酬について 

（３）クリーン選挙について 

（４）議会報告会のあり方について 

（５）子ども議会について 

（６）先例集の見直しについて 

（７）その他議会活性化事項について 

 

２ 答申期限 

   平成２８年３月末までに（但し、（２）（４）及び（５）については優先して早急に 

答申願います。） 
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平成２７年１２月１６日 

 

山ノ内町議会議長 小 渕 茂 昭 様 

 

                      山ノ内町議会運営委員長 髙 田 佳 久 

 

議会の活性化について(中間答申) 

 

平成２７年６月２４日付２７山議第１９号をもって諮問のありました標記事項について、

下記のとおり答申します。 

記 

１ 諮問事項に対する調査経過等 

  議会の活性化について諮問を受け、７月１７日に諮問事項調査、検討のための第１回議

会運営委員会（活性化）を開催、以降６回の会議と７回の議会全員協議会において、議論

を展開して参りました。 

  諮問事項のうち、優先して早急に答申を求められていた事項及び検討の結果が出たもの

について、下記のとおり中間答申します。 

 

(1) 活性化研究会のあり方について 

   これまでは全議員による議会活性化研究会を立ち上げ、議会活性化について研究して

まいりましたが、これを改め議会運営委員会において検討・協議を行い、議会全員協議

会で意見集約し決定する。 

(2) 議員報酬について 

  ① 10％カットを終了しても今期議員定数を２人削減したことで、財政協力ができてい

ること。 

② 財政状況が、自立のためのマスタープラン予測値に対し、向上していること。 

③ 今期議員定数を２人削減したことにより、個々の議員の実務負担が増加したこと。 

   以上の理由により全会一致で 10％カットを終了する。 

(3) クリーン選挙について 

選挙違反防止のため町選挙管理委員会によるクリーン選挙研修会を全議員が受講し、

改めて公職選挙法等関係法令を確認した。なお、関係法令については有権者も理解を深

める必要があることから周知徹底を町選挙管理委員会へ議長名で依頼する。 

(4) 議会報告会のあり方について 

実施要綱の見直しを行い、議会報告会を開催することに決定した。管外視察等の報告

については、参加者にわかりやすい報告とするためパワーポイントを試行する。また、

今年度は重要事項の報告として総合計画審査特別委員会報告を行う。 

(5) 子ども議会について 

子ども議会開催に向け、社会文教常任委員会と教育委員会の懇談会及び議会運営委員

会の管外視察を実施するなど検討した結果、山ノ内町、教育委員会、校長会に対し、議

長名で開催の申し入れを行う。 

 

２ 調査継続事項 

(1) 先例集の見直しについて 

(2) その他議会活性化事項について
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議案第５８号に対する付帯決議 

 「議案第５８号第５次山ノ内町総合計画後期基本計画の策定について」は、２部会で構成

する特別委員会を編成し慎重に審査した。その審査過程において様々な課題が明らかになっ

た。 

 第５次総合計画前期基本計画（平成２３～２７年度）の初年度には、東日本大震災やそれ

に起因する福島第一原発の過酷事故が発生し、国全体が大きく影響を受けるなかでのスター

トとなった。また構造的な政策のゆがみから東京一極集中が進み、地方からの若者流出に歯

止めがかからないなど、特に地方における人口減少問題が喫緊の課題となっている。それに

加えて当町においては、人口動態保健所・市町村別統計（平成２０～２４年）による合計特

殊出生率で、県下最低の１．３５を示しており、当初設定した将来フレームの人口目標値を

下方修正するに至っている。さらに当町の観光と農業を始めとする産業界および地域全体も、

高齢化・後継者問題など厳しい状況におかれている。改めてこれまでの発想を超えた大胆な

取り組みと、迅速な行動が求められている。 

 こういった課題解決に向けた具体的な取り組みを、第５次総合計画後期基本計画では「イ

ノベーション戦略プラン」として示しているが、町民の理解を得て、全町あげての取り組み

で実現をめざすことが求められる。その上で次の事項について積極的な対応を強く要望する。 

 

記 

 

○ 施策にはできる限り数値目標をたて、達成度を年次ごとに報告すること。 

○ 将来人口目標値の達成に向けて、実効があがるよう「イノベーション戦略プラン」に取

り組むこと。 

○ 行財政改革をさらに推進し、効果的、効率的な経営につとめること。 

○ 観光客数の目標値達成に向け、戦略性をもってより効果的な施策を講ずること。 

○ 農産品のブランド力強化にさらに取り組むこと。 

○ 小中学校の教育環境整備については、十分な検討が必要であり慎重に進めること。 

○ ＥＳＤの推進にあたっては、その本質・理念を十分理解し取り組むこと。 

○ 子どもの権利保障の視点に配慮した教育行政を進めること。 

○ 地域スポーツ振興計画を策定し、拠点となる社会体育館について、早急に整備計画を具

体化すること。 

○ 自然災害への対策やインフラ整備などを計画的かつ確実に進め、安全・安心のまちづく

りに万全を期すこと。 

○ ユネスコエコパークについては、町民に分かりやすく周知をはかり、自然と調和のとれ

た利活用につとめること。 

 

上記決議する。 

 

平成２７年１２月１６日 

 

山ノ内町議会 

総合計画審査特別委員会 
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第3章 将来フレーム 
 

国は人口減少に対応するため「まち・ひと・しごと創生法」と「地域再生法の一部を改正する法

律」を制定し、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成26年12月に閣議決定し、市町村

はこれらに基づき、市町村版の「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

策定することになりました。 

本町の人口も今後減少していくことが見込まれているため、この山ノ内町人口ビジョン及び

総合戦略の策定にあわせ、平成27年現在のデータに基づき、改めて将来人口について長期的

な推計・検討を行いました。その結果、平成32年の人口推計値（国立社会保障・人口問題研

究所の推計モデルでの推計）は12,333人となり、それに対する目標値を12,671人と設定し

ました。 

総合計画・基本構想における、平成22年時点での平成32年人口目標は13,000人でしたが、

山ノ内町人口ビジョンでの現状分析や長期的な人口推計について詳細に検討を行った結果、平

成32年の人口目標として12,700人を新たに設定します。 

ここの目標値を達成するために、定住や交流を促進する町の基盤づくりや、自然と共生する

快適・安全・安心な生活環境・健康福祉環境の構築、心豊かな教育・文化環境の充実、そして

活力ある産業の育成など、人口の定住につながる施策を推し進めていきます。 

 

 

＜将来フレーム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成27年度から外国人を含む 

 

 

資料：住民基本台帳人口（平成27年まで実績値、平成32年は推計値） 

 

 

 

 

第５次山ノ内町総合計画（平成 23～32 年）基本構想 
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第６章 イノベーション戦略プラン  
 

■イノベーション戦略プランの基本的な考え方 

基本構想に掲げる町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」を実現するた

めには、後期基本計画に位置付けられた施策の計画的かつ積極的な展開が必要であるとともに、常に変

化している町を取り巻く社会経済情勢の動きを的確に把握し、後期計画の施策をより発展させ、新しい

発想や工夫を生み出し、絶え間なくイノベーション（創意工夫による新たな価値の創造）を起こしてい

くことが鍵となります。 

本計画においては、将来フレーム実現のため、人口減少への対応が喫緊の課題となっていることから、

重点的に取り組むべき項目を「イノベーション戦略プラン」として抽出し、事業展開を図ります。 

なお、本プランについては、平成 27 年度に策定する「山ノ内町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の基本目標となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次山ノ内町総合計画 後期基本計画（平成 28～32年） 

第１節 地域産業活性化！ 生業（なりわい）となるしごとを創出します 

１．地域資源を活かした観光地づくり    ４．誘客プロモーションの強化 

２．農産物ブランド化の推進        ５．就業・起業・経営安定支援 

３．産業の連携強化 

 

第２節 移住・定住！ 住みたくなるまちを創造します 
１．情報発信の強化による移住・定住促進  ３．経済的支援による移住・定住促進 

２．住環境の整備による移住・定住促進 

 

第３節 結婚・出産・子育て！ 切れ目のない支援を創生します 

１．結婚サポートの充実          ３．子育ての支援 

２．妊娠・出産の環境づくり        ４．子どもの育成・教育の支援 

 

第４節 地域力！ 活力あふれる地域構造を創設します 

１．安全・安心で快適に暮らせる地域の推進 ３．地域コミュニティの再構築 

２．健康寿命の延伸            ４．地域間連携の推進 
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第１節  地域産業活性化！ 生業（なりわい）となるしごとを創出します 

 

本町には、恵まれた自然環境や豊かな温泉資源、果樹栽培に適した優良農地など、他の市町村

にはない特色ある地域資源が豊富にあります。 

さらに、志賀高原ユネスコエコパークのエリア拡大や北陸新幹線の延伸、外国人観光客の増加

など新たな要素の利活用に向け取り組みを強化する必要があります。 

地域資源のより一層の活用とブランド化に取り組むとともに、産業間の連携や観光客の受け入

れ体制の再構築を行うことで、地域産業の活性化を図り、生業となるしごとの創出を目指します。 

 

１．地域資源を活かした観光地づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ユネスコエコパークの理念に基づく受け入れ体制整備 

●ユネスコの理念に沿った中で、安全な遊歩道や登山道の整備を図ります。 

●環境学習プログラムを推進し、受け入れ体制を充実させます。 

●ユネスコエコパークを活用して、見るだけの観光から学ぶ・体験するといった新たな商品の

開発を支援します。 

 

（２）外国人観光客の受け入れ体制整備 

●ニーズに対応した、宿泊・連泊につながる、交流体験型旅行商品の開発を支援します。 

●受け入れのための研修会や外国語教室を開催し、外国人観光客に対応できる人材の育成を図

ります。 

●外国人から特に需要の高い、無料Wi-Fi を含めたインターネット環境の整備を促進します。 

 

（３）観光地の魅力アップ 

●ニーズや志向に合わせた魅力的な参加体験型観光の推進を図ります。 

●既存イベントのグレードアップや、季節に合ったイベントの企画立案を行います。 

●町全体を観光地とした総合的な景観保全及び形成を図ります。 
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２．農産物ブランド化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．産業の連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．誘客プロモーションの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ブランド農業事業の推進 

●ＪＡと連携し、消費者ニーズに対応した市場性の高い優良品種・品目の導入を支援します。 

●ユネスコエコパークを活かした産地間競争に負けない農産物のブランド化を推進します。 

●友好交流都市及び大量消費地での直接販売によるマーケティング・ＰＲを実施し、園芸産

地としてのブランドイメージ向上を図ります。 

 

（２）６次産業化の推進 

●農産物の生産（第１次産業）・加工（第２次産業）・販売（第３次産業）を一体的に取り組

む６次産業化を推進し、農家の所得向上と地域に雇用をもたらす新たな産業創出につなが

る「地域６次産業化」に取り組みます。 

 

（３）企業とのコラボレーション 

●首都圏企業とのコラボレーションを推進し、首都圏におけるブランド力と果樹産地としての

産地競争力の強化を図ります。 

（１）参加体験型観光の拡充 

●くだもの狩り、農作業体験の受け入れ体制を強化します。 

 

（２）地産旅消の推進 

●地元で生産した農産物を旅館等で観光客に消費していただく、「地産旅消」を推進します。 

 

（３）マーケット創設事業の推進 

●観光地と農産物の認知度向上と販売促進を図るため、トップセールスや観光事業者と農業事

業者が連携したイベント・商談会を開催し、新たな販路の拡大を進めます。 

（１）海外向けプロモーションの強化 

●海外旅行会社の商談会参加や海外メディアへの露出を図り、外国人観光客へのＰＲ活動を強

化します。 

●外国語の宣伝パンフレットやホームページ、プロモーションビデオによる情報発信を行いま

す。 

 

（２）国内向けプロモーションの強化 

●首都圏など都市部での活動や観光キャラバンを実施し、様々なマスメディアへの露出を図

ります。 

●インターネット、携帯端末などＩＣＴを活用した多様な媒体での情報発信を行います。 
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５．就業・起業・経営安定支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域産業が連携した就業支援の充実 

●繁忙期と閑散期が異なる農業と観光業が連携し、通年雇用に結びつく就業支援体制の構築を

検討します。 

 

（２）新規就農支援の充実 

●新規就農者に対して、生活・農業基盤の確保等受入体制整備を地域と行政が一体となって

支援し、担い手の確保を図ります。 

 

（３）起業支援の充実 

●空き店舗等を活用した起業者に対して、改修等に係る補助事業の充実を図ります。 

●事業所開設等に係る補助事業を創設するとともに、融資制度を拡充し、起業を支援します。 

 

（４）経営基盤の強化 

●金融機関等と連携し、企業の経営安定化や農業経営基盤の強化を図るため、融資制度の拡充

に努めます。 
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第２節  移住・定住！ 住みたくなるまちを創造します 

 

人口減少を食い止めるためには、転出者を減らし転入者を増やす（社会動態の転入超過）こと、

特に若年層の定着が不可欠となります。 

そのためには、情報提供や移住体験企画の充実を図るとともに、住環境の整備などの支援施策

を展開し、若者が集まり住みたくなるまちを創造します。 

 

１．情報発信の強化による移住・定住促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住環境の整備による移住・定住促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）移住希望者への情報提供 

●町の魅力や移住に必要な情報を掲載した「移住ガイドブック」を作成するとともに、移住相

談会・セミナー・ＰＲイベント等への参加を首都圏のみならず東海圏・関西圏に拡大し、移

住希望者への情報提供を積極的に行います。 

●将来移住を考える地域を意識してもらうため、ふるさと寄附金の一層の推進を図ります。 

 

（２）移住体験の提供 

●移住者に町を知ってもらうとともに、スムーズに町内での定住が可能となるよう、田舎暮

らし体験事業を推進します。 

 

（３）空き家情報の収集・提供 

●空き家提供者へ家財道具等を処分するための費用の補助を行い、空き家バンクの登録促進

と移住の円滑化を図ります。 

●空き家バンクを活用し、空き家等の住宅情報の提供とあっせんを民間事業者と連携して進め

ます。 

（１）良好な居住環境の整備 

●町営住宅の改築・リフォーム工事を行い、快適な住宅を提供します。 

●雪下ろし作業の軽減や事故等を未然に防ぐため、克雪住宅の普及促進補助を実施します。 

 

（２）公園の充実 

●やまびこ広場やどんぐりの森公園、みろく児童公園などの施設整備・機能充実を推進します。 



47 

 

３．経済的支援による移住・定住促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）住宅取得補助事業の創設 

●町内に一戸建て住宅を新築・購入し生活する若者に対して、住宅取得に係る補助制度を創

設します。 

 

（２）家賃補助事業の拡充 

●結婚を機に町内に居住する者への家賃補助や、町外から移住する者への家賃補助の制度内

容を見直し、町内居住への支援を強化します。 

 

（３）空き家活用改修等補助事業の実施 

●空き家を改修し移住・定住する者に対して、住宅改修に係る補助事業を実施し、定住の促

進を図ります。 

 

（４）奨学金の償還免除 

●町内に居住する学生を対象とした奨学金について、卒業後町内にＵターンし定住する場合に

は償還の一部を免除する制度を継続するとともに、対象者数を拡大し、定住の促進を図りま

す。 
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第３節  結婚・出産・子育て！ 切れ目のない支援を創生します 

 

子育てや教育にかかる経済的な負担は大きく、これまでも町は出産・子育て・教育に対する経

済的支援を実施してきましたが、本町の出生数は低下しており、少子化への対策が喫緊の課題と

なっています。 

また、結婚については個人の選択という側面もありますが、出会いの場が社会として作り出せ

ていないという側面もあり、年々未婚率の上昇と晩婚化が進んでいます。 

これらの問題について、結婚を望む男女に対して出会いの機会を提供するとともに、子どもを

望む世帯及び子育て世帯が安心して出産・子育てができ、「もう一人産みたいな」と思える切れ

目のない支援策を創生します。 

 

１．結婚サポートの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．妊娠・出産の環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）男女への婚活支援 

●婚活に向けて、異性との会話を楽しむセミナー等を開催し、結婚についての意識の醸成を

図ります。 

●共通体験型の出会いイベントを開催し、結婚に向けてのサポートを図ります。 

●広域の合同婚活イベント等、出会いの機会の情報提供に努めます。 

（１）妊娠・出産の支援 

●不妊及び不育症に悩む夫婦への相談体制の充実と治療費助成を実施し、妊娠を希望する人

を支援します 

●妊婦健診に対する助成を実施し、安心して産める環境を整えます。 

●出産・育児の不安軽減を図るため、各種教室や相談体制を充実させます。 
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３．子育ての支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．子どもの育成・教育の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）児童育成の充実 

●放課後児童クラブの時間延長措置を継続します。 

●放課後児童クラブの利用日の拡大を図ります。 

 

（２）教育の整備 

●小学校の適正規模・適正配置の方針に基づき、統合小学校の整備を進めます。 

●ユネスコエコパークを活用したＥＳＤの推進を図ります。 

●信州型コミュニティスクールの仕組みの導入など、地域と密着した開かれた学校づくりに努

めます。 

●奨学金による経済的支援を継続します。 

（１）子育て支援サービスの充実 

●児童相談に関する総合的な相談体制の充実を図るとともに、ホームページや広報等による子

育て情報の提供を推進します。 

●子育て支援センターの機能を充実させ、子育て家庭間の交流や情報交換の場を提供し、孤立

感や育児不安の解消に努めます。 

 

（２）母子保健の充実 

●妊婦、乳幼児健康診断の診査内容の拡充を図ります。 

 

（３）保育の充実 

●延長保育や休日保育など、特別保育の拡充を図ります。 

●多人数の中での人間関係構築能力を養うため、保育園間の交流を活発に行います。 

 

（４）経済的支援の拡充 

●延長保育や休日保育などの特別保育料の軽減を実施するなど、保護者の経済的負担の軽減に

ついて検討します。 

●０歳から１８歳までの子ども医療費の負担軽減に努めます。 

●高校生家庭への通学定期代の補助制度を創設します。 
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第４節  地域力！ 活力あふれる地域構造を創設します 

 

人口減少の進行とともに、地域労働力の低下や空き家の増加など、新たな社会問題が顕在化し

てきています。 

また、高齢化の進行に伴い、健康増進と地域医療の確保が地域の課題となっています。 

これらのさまざまな課題に対し住民と行政が一体となって取り組むことで、活力あふれる新た

なコミュニティ・地域構造を創設します。 

 

１．安全・安心で快適に暮らせる地域の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）安全・安心な道路環境の整備 

●道路改良や修繕を計画的に推進し、交通の利便性及び安全・安心な交通を確保します。 

●冬期間の安全・交通を確保するため、除雪対象町道等の円滑かつ効率的な除雪体制の維持に

努めます。 

 

（２）防災対策 

●災害時や平常時に活用できる「地域防災情報システム」の整備を進めます。 

●役場庁舎・保健センター・福祉センター等の防災対策を推進し、防災拠点としての機能強化

を図ります。 

 

（３）浄水場の更新 

●水の安定供給を図るため、南部及び東部浄水場の更新を計画的に実施します。 

 

（４）地域公共交通の再構築 

●持続可能な地域公共交通体系を再構築します。 

 

（５）既存施設等の利活用 

●地域や所有者の協力のもと、空き家等施設の把握を行い、有効利用を図ります。 

●農地の集積化・流動化を推進し、優良農地の保全を図ります。 
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２．健康寿命の延伸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．地域コミュニティの再構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地域間連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）健康づくり 

●生活習慣病の予防・発見・治療のため、特定健康診査や人間ドックの受診を促進します。 

●健康診断内容の拡充を実施します。 

●歯周疾患等の新たな検診を推進します。 

 

（２）地域医療の充実 

●病院群輪番制病院運営や医師確保の補助支援を実施し、地域医療体制の確保に努めます。 

●医療関係団体等との連携を強化し、救急医療体制の充実に努めます。 

 

（３）介護予防の充実 

●健康づくり事業と連携し、要介護状態にならないように、また重症化しないように、介護予

防事業の充実を図ります。 

（１）コミュニティの強化 

●地域と学校等が連携し、子どもたちや若者が地域住民とふれあい、話し合う機会を創出し、

意見の共有を図ります。 

●地域の自主的なコミュニティ活動や地域運営組織に補助や助成事業による支援を実施し、

コミュニティ活動の促進を図ります。 

 

（２）地域の拠点づくり 

●廃校となる小学校等を活用して、地域活動の場を再構築し、包括的に集約した「小さな拠点」

の形成を推進します。 

（１）定住自立圏構想の推進 

●近隣市町村と地域経済・生活圏形成のため連携し、北信地域定住自立圏構想を推進します。 

 

（２）都市間連携の強化 

●草津町・山ノ内町広域宣伝協議会や信越観光圏協議会、信越９市町村広域観光連携会議など

の広域組織との連携を強化し、広域観光の推進を図ります。 
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